
住
民
税
・
国
保
税
等
の
申
告
は
2
月
か
ら

　

ス
マ
ホ
で
、
給
与
所
得
、
年
金
収

入
や
副
業
等
の
雑
所
得
の
申
告
の
ほ

か
、
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
の
青

色
申
告
決
算
書
（
収
支
内
訳
書
）
や

消
費
税
の
申
告
書
も
作
成
で
き
、
自

宅
か
ら
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
国
税
相
談

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
や
最
寄
り
の
税
務
署

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
00
）５
９
０
１

鹿
屋
税
務
署

☎
０
９
９
４（
42
）３
１
２
７

※
自
動
音
声
案
内

確
定
申
告
は
自
宅

か
ら
で
き
ま
す
！

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
動
画
で
見
る
確
定
申

告
」

住民税・国保税等

税の申告受付
　が始まります！

売
上
伝
票
や
領
収
書

等
を
整
理
・
集
計
の
上
、
収
支
計
算

書
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

収
支
計
算
書
は
必
ず
記
載
を

　

決
め
ら
れ
た
日
に
都
合
の
悪
い
場

合
は
、
申
告
予
備
日
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。（
申
告
受
付
は
休
日
お
よ
び

夜
間
窓
口
も
設
定
し
て
い
ま
す
。）

申
告
は
決
め
ら
れ
た
日
に

申告当日に必要なもの

④源泉徴収票

⑦ マイナンバーカード又は個人番号通知

カード及び運転免許証、健康保険証等

①記入済みの「受付票（収支計算書）」

⑧その他

⑥通帳

⑤控除証明書

③補助金や交付金の決定通知書

②帳簿、売上伝票や領収書等

免

①
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

最
低
保
証
額
が
最
大
10
万

円
引
き
上
げ

（
改
正
前
55
万
円
⇩
改
正
後
65
万
円
）

②
扶
養
親
族
等
の
所
得
要
件
の
改

正

所
得
要
件
が
10
万
円
引
き
上

げ ★
令
和
８
年
度
以
降
に
適
用

さ
れ
る
個
人
住
民
税
の
主
な

改
正
点

お
問
い
合
せ
先

肝
付
町
役
場　

税
務
課

☎
0
9
9
4（
65
）8
4
1
4

内
之
浦
総
合
支
所
町
民
生
活
課

☎
0
9
9
4（
67
）2
1
1
1

※
税
務
署
か
ら
申
告
の
案
内
が
来

て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
税
務
署

で
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
税
務
署
で
確
定
申
告
を

し
た
場
合
、
後
日
町
へ
申
告
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
改
め
て
役

場
で
申
告
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

③
特
定
親
族
特
別
控
除
の
新
設

令
和
８
年
度
個

人
住
民
税
か
ら
特
定
親
族
特
定
控
除

と
し
て
、
当
該
親
族
の
合
計
所
得
金

額
に
応
じ
て
控
除
を
受
け
ら
れ
る

別表（②関連）：扶養親族等の所得要件
所得要件 改正前 改正後

同一生計配偶者及び

扶養親族の合計所得金額
48万円 58 万円

ひとり親控除の対象となる

子の総所得金額
48万円 58 万円

雑損控除の適用を認められる

親族に係る総所得金額等
48万円 58 万円

勤労学生の合計所得金額 75万円 85 万円

家内労働者の特例における

必要経費に算入する金額の

最低保障額

55万円 65 万円

扶養親族の合計所得金額

（給与収入金額）
控除額

58万円（123 万円）超～

95 万円（160 万円）以下
45 万円

95 万円（160 万円）超～

100 万円（165 万円）以下
41 万円

100 万円（165 万円）超～

105 万円（170 万円）以下
31 万円

105 万円（170 万円）超～

110 万円（175 万円）以下
21 万円

110 万円（175 万円）超～

115 万円（180 万円）以下
11 万円

115 万円（180 万円）超～

120 万円（185 万円）以下
6万円

120 万円（185 万円）超～

123 万円（188 万円）以下
3万円

別表（③関連）：特定親族特別控除の新設


